
要援護者情報共有の仕組みと目的 【平成２０年３月７日：危機管理課】

民生児童委員戸別訪問
（支援者選定と申請の勧奨）

要援護対象者

登録申請 非登録申請

支援者選定済 支援者未選定

台帳登録

避難支援情報追加
（消防団分団名、自主防災組織名、避難所の場所の情報等）

要援護者リスト作成

登録済通知
要援護者本人へ
台帳の写しを交付

関係機関へリストを配布

自主防災組織

民生児童委員

消防団

市の関係部門で情報共有

危機管理課

支所防災担当

消防署

地区保健福祉Ｃ

危機管理課 支所防災担当

個人台帳作成

支援者選定及び新規登録申請

地域が連携して支援者を選定
（自主防災組織・消防団）

支援者未
選定の方

民生児童委員
へ依頼して実施

災害時：要援護者への避難準備
　　　　　情報等の伝達、安否確
　　　　　認及び避難誘導の支援
平常時：見守りや声かけ、防災
　　　　　知識の普及啓発

自助

共
助　公助

災害情報、
救助・救出

支援者への協力、
地域の連携、
訪問指導など

防災訓練への参加、
家具の転倒防止など

支
援
者

連携

災害時要援護者避難支援事業の対象者
１　介護保険法における要介護３～５の方
２　65歳以上の高齢者のみ世帯
３　身体障害者手帳１・２級をお持ちの方
４　重度の難病患者
５　本人の申請により、支援が必要な方


